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都 市 計 画 案
【町田都市計画特別緑地保全地区の
変更（広袴神明特別緑地保全地区）、
町田都市計画緑地の変更（薬師池北
緑地）】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間９月１５日㈮までの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
意見書の提出窓口縦覧後、９月１５日
まで（必着）に直接または、郵送で都
市政策課（〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７
２０１８年度から市立小学校で使用す
る
「特別の教科　道徳」の 
教科書が採択されました

　町田市教育委員会は、８月２１日に
開催された第２回臨時教育委員会に
おいて、２０１８年度から市立小学校で
使用する「特別の教科　道徳」の教科
書を次のとおり採択決定しました。
　今回採択された教科書は、２０１８
年度からの使用となります。
種目道徳
教科書名新しい道徳（発行者名＝東
京書籍）

問指導課☎７２４・２１５４
登録講習会のご案内

町田市木造住宅耐震診断士
対次のすべての要件を満たす方　①
１級建築士、２級建築士、木造建築士
の資格を有する②市内及び隣接する
市にある建築設計・監理を専業とす
る建築士事務所に所属している（所
属する建築士事務所の同意を得てい
ること）③「（２０１２年改訂版）木造住
宅の耐震診断と補強方法／（一財）日
本建築防災協会発行」に基づく精密
診断の実績（精密診断報告書の事前
審査有り）がある
※登録には、当講習会の受講が必要
です。
日１０月３日㈫午後１時３０分～４時３０
分
場市庁舎
内市の耐震化促進制度、木造住宅耐
震検査士との面談
講（特）顧問建築家機構等
※テキスト「（２０１２年改訂版）木造
住宅の耐震診断と補強方法／（一財）
日本建築防災協会発行」は各自で用
意して下さい。
定３０人（申し込み順）
申「２０１７年度町田市木造住宅耐震
診断士登録申込書」（住宅課〔市庁舎
８階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）に記入し、本人の
正面上半身写真２枚と必要書類を添
付し、９月１９日まで（必着）に直接ま
たは郵送で住宅課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。
※登録済みの診断士の方も受講して
下さい。更新申込書（町田市ホームペ

ージでダウンロード）も添付して下
さい。
※登録証の交付は１１月です。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９
戦没者等のご遺族の皆さんへ～請求
を受け付け中です

第 十 回 特 別 弔 慰 金
　「戦没者等の遺族に対する第十回
特別弔慰金」の請求期間は、２０１８年
４月２日までです。請求期間を過ぎる
と第十回特別弔慰金を受けることが
できなくなります。
※詳細は、福祉総務課へお問い合わ
せ下さい。
問福祉総務課☎７２４・２７８１
消費生活センター

特 別 相 談
　都と共催で、来所相談・電話相談を
実施します。来所相談を希望する方
は、直接会場へおいで下さい。

【多重債務１１０番】

日９月４日㈪、５日㈫、いずれも午前９
時～正午、午後１時～４時

【高齢者被害特別相談】
日９月１１日㈪～１３日㈬、いずれも午
前９時～正午、午後１時～４時

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場消費生活センター
相談専用番号☎７２２・０００１
問同センター☎７２５・８８０５
高齢者・障がい者のための

成 年 後 見 相 談 会
　成年後見制度、相続・遺言、悪質商
法被害、多重債務問題等について司
法書士が対応します。
日１０月７日㈯午前１０時～午後４時

（１人１時間まで）
場町田市民フォーラム
定１８人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

第７期町田市介護保険事業計画（素案）
市民説明会を行います

国民年金保険料の追納ができます

　市では、２０１８年度から２０２０年
度までの３年間を新たな期間とす
る、第７期町田市介護保険事業計
画を策定します。
　策定にあたり、１０月２日～３１日
にパブリックコメントを実施する
とともに、市民の方向けの説明会
を開催し、同計画の考え方や介護
保険制度のサービス、保険料等に

　国民年金保険料の全額免除・一
部免除（一部納付済）・納付猶予・学
生納付特例の承認を受けた期間
は、保険料の全額を納めた場合と
比べて、将来受け取る年金額が少
なくなります。
　免除等の承認を受けた期間は、
１０年以内（６５歳未満で老齢基礎
年金の受給を開始する前）であれ
ば、あとから保険料を納めること

（追納）で、年金額を増やすことが
できます。ただし、免除された年度
の翌々年度を越えて保険料を追納
する場合は、当時の保険料額に加
算金がつきます。
　保険料の追納を希望する場合
は、年金手帳をお持ちのうえ、保険
年金課国民年金係（市庁舎１階）で
手続きしていただくか、八王子年
金事務所へお問い合わせ下さい。
いずれの場合も後日、八王子年金

ついてお話しします。
日１０月７日㈯午前１０時３０分～正
午
場市庁舎３階会議室３－１
定５０人（申し込み順）
申９月８日正午～１０月４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７０９０８Ｂ）へ。

事務所から納付書が届きますの
で、銀行・郵便局等の金融機関・コ
ンビニエンスストアで納めて下さ
い。

【今も将来も老後も、国民年金は生
涯の備えです】
　国民年金制度は、老齢になった
とき、病気やけがで重度の障がい
が残ったとき、家庭の生計を支え
る方が死亡したときの生活の維持
に備えるための制度です。保険料
未納期間があると、各種年金の受
給資格を満たさなくなる場合があ
ります。年金受給請求の際は、保険
年金課国民年金係へご相談下さ
い。
　なお、厚生年金や共済年金の加
入期間のある方や国民年金第３号
被保険者期間のある方は、八王子
年金事務所へご相談下さい。

２０１7年4月～6月の航空機騒音測定結果
問環境保全課☎724・2711

問企画政策課☎724・2103

２０１7年4月～6月の航空機騒音苦情受付件数

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
4月 2９5 ９９ 36 5 435 １０2.７ 
5月 253 ７８ １4 6 35１ １０6.4 
6月 １2７ 5 １ ０ １33 ９5.2 

小山小学校
4月 325 46 １ １ 3７3 １００.９ 
5月 3１１ 4１ 2 ０ 354 ９７.９ 
6月 34８ １７ ０ ０ 365 ８８.6 

町田第五小学校
4月 3１3 １００ 3９ 4 456 １０5.０ 
5月 2７９ ７０ 2０ 2 3７１ １０3.１ 
6月 １８5 １９ １ ０ 2０5 ９７.９ 

忠生第三小学校
4月 １８０ １42 １９ ０ 34１ ９８.4 
5月 １８８ １2０ １９ ０ 32７ ９6.７ 
6月 65 6 ０ ０ ７１ ８８.4 

南中学校
4月 246 １63 5 ０ 4１4 ９3.９ 
5月 2１１ １2０ 2 ０ 333 ９4.2 
6月 45 2 ０ ０ 4７ ８6.6 

※ 発生回数は、７０ｄＢ（デシベル）以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…騒々しい工場内、大声による独
唱、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握
するため、苦情をお受けする際に、お
住まいの町名、騒音の発生時間をお
聞きしています。４月～６月に頂いた
苦情の件数は右下表のとおりです。
　５月２日～１３日に米軍機の着陸訓
練が実施され、米空母ロナルドレー
ガンは、５月１６日に横須賀港から出
港しました。また、５月２０日～２２日
深夜に、厚木基地の空母艦載機によ
ると思われる騒音が発生しました。
これらの影響により、町田市上空で
も米軍機の飛行が多発したことか

ら、４月～５月は特に多くの苦情が市
に寄せられました。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。なお、皆さんから頂いた苦情は、国
や米軍へ伝えるほか、要請の際の資料
として活用しています。苦情は企画政
策課・環境保全課で電話受付している
ほか、Eメール（遍mci
ty４７０@city.machi
da.tokyo.jp）でも受
け付けています。

月 件　数
4月 １７８件
5月 １７７件
6月 52件

市HP 航空機騒音測定結果  検索

市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問保険年金課国民年金係☎724・2127、八王子年金事務所☎042・626・3511

問いきいき総務課☎724・2９16

国民年金の給付の種類と年金受給額
種　類 年金受給額（年額）

老齢基礎年金 ７７万９3００円（満額）

障害基礎年金 ９７万4１25円（１級）
７７万９3００円（2級）

遺族基礎年金 １００万36００円 　　　
（子が１人いる配偶者の場合）

寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間に応
じた金額死亡一時金

外国人のための脱退一時金


